
備
え
付
け
の
専
用
用
紙
か
任
意
の

用
紙
に
①
案
件
名
、
②
住
所
、
③

氏
名
、
④
電
話
番
号
、
⑤
意
見
を

記
入
し
、
各
閲
覧
場
所
に
備
え
付

け
の
『
意
見
箱
』
に
投
函
す
る
か
、

郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー

ル
で
企
画
調
整
グ
ル
ー
プ
（
〒
059

－

８
７
０
１
中
央
町
６
丁
目
11
、

思
�
１
１
０
８
、
Ｅ
メ
ー
ル
：ki�

kaku@
city.noboribetsu.lg.jp

）

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

※�
事
務
事
業
に
関
連
の
な
い
ご
意
見

や
ご
要
望
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

※�

電
話
や
来
庁
に
よ
る
口
頭
で
の
ご

意
見
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

意�

見
の
例
　
『
○
○
事
業
は
、
△
△

の
よ
う
に
改
善
す
れ
ば
も
っ
と
市

民
が
利
用
し
や
す
く
な
る
』
な
ど
、

皆
さ
ん
の
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ

い
意�

見
に
対
す
る
回
答
　
寄
せ
ら
れ
た

意
見
に
対
す
る
市
の
考
え
方
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
ほ

か
、
閲
覧
場
所
に
閲
覧
フ
ァ
イ
ル

を
備
え
付
け
ま
す

※�

意
見
を
提
出
さ
れ
た
方
に
対
し
て

個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

※�

意
見
を
提
出
さ
れ
た
方
の
住
所
・

氏
名
・
電
話
番
号
は
公
表
し
ま
せ

ん
。

問
い
合
わ
せ
　
企
画
調
整
Ｇ

�

（
☎
�
１
１
２
２
）

　
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
制
度
に
基

づ
き
、
事
務
事
業
評
価
シ
ー
ト
を
公

表
し
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
意
見
を

募
集
し
ま
す
。
い
た
だ
い
た
意
見
は
、

翌
年
度
以
降
の
事
業
改
善
や
予
算
編

成
の
参
考
と
し
て
活
用
し
ま
す
。

案�

件
名
　
『
平
成
28
年
度
事
務
事
業

評
価
（
対
象
：
平
成
27
年
度
実
施

事
業
）
』

概�

要
・
目
的
　
事
務
事
業
評
価
は
、

市
の
事
務
事
業
の
有
効
性
や
必
要

性
を
客
観
的
に
評
価
・
点
検
す
る

こ
と
で
事
業
の
適
正
化
・
効
率
化

を
図
る
と
と
も
に
、
行
政
運
営
の

透
明
性
を
確
保
し
、
市
民
の
皆
さ

ん
へ
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す

募�

集
期
間
　
１
月
６
日
㈮
か
ら
２
月

５
日
㈰
ま
で

閲�

覧
場
所
　
本
案
の
全
文
は
、
市
役

所
１
階
市
民
ロ
ビ
ー
、
各
支
所
、

市
民
会
館
、
し
ん
た
21
、
市
立
図

書
館
、
市
立
図
書
館
ア
ー
ニ
ス
分

館
、
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
企
画

調
整
グ
ル
ー
プ
に
備
え
付
け
る
ほ

か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
ま
す

意�

見
の
提
出
方
法
　
各
閲
覧
場
所
に

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を

募
集
し
ま
す

　市は、市民の住環境の向上と市内関連産業の振興のため、住宅の改良を行う方を対象に、低利で融資を
行っています。

・住宅の増築
・住宅の全部、一部建て替え
・屋根の葺き替え
・内装、外装の張り替え
・塗装

・浴室の改修
・その他住宅本体の修繕
・住宅設備の取り換え
・植樹、造園工事
� など

・出入り口や廊下の幅員確保
・浴室や洗面所の改修工事

・床の段差の解消
・手すりの設置
� など

・太陽光発電設備（太陽電池を利用して電気を発生させる設備）
・風力発電設備（風力を発電に利用する設備）
・�太陽熱利用設備（太陽熱を給湯や暖房、冷房などの用途に利
用する設備）
・�雪氷冷熱利用設備（雪や氷の冷熱を冷蔵や冷房などの用途に
利用する設備）
　※雪や氷は、冷凍器を用いて生産したものを除く。
・燃料電池（燃料電池を利用して電気を発生させる設備）
� など

●対象
◦�本人または家族が所有する住宅で
あること

◦�20歳以上の方で市内に住所を有す
ること

◦�市税を滞納していないこと
◦�安定した収入があること
◦�市内に本店や支店のある建設業者
などにより工事を行うこと

◦�取扱金融機関が指定する保証の措
置を講じられること

※�詳しくは、市または取扱金融機関
に問い合わせください。

●限度額　300万円
●�保障措置や保証料　金融機関の定
めによります

●担保　原則無担保
●融資期間　10年以内
●償還方法　元利均等月賦返済
※ボーナス併用返済も可能です。
●申込方法
　�登別・室蘭市内の室蘭信用金庫、
北海道銀行、伊達信用金庫、北洋
銀行、北海道労働金庫の各店舗で
受け付け

登別市住宅改良促進特別融資をご利用ください

住宅改築・改修改良　　　金利：年1.95％（固定）

バリアフリー関連改良　　金利：年1.75％（固定）

新エネルギー関連改良　　金利：年1.20％（固定）

問い合わせ
商工労政グループ
（☎�２１７１）

16� くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド

『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　
　
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
い
合
わ
せ
』


